
【大規模災害時の代替ルートの確保】

【道東自動車道における暫定２車線区間の４車線化】

狩勝第2トンネル付近 被災状況

４車線区間の復旧イメージ

災害発生により、通行止めを行い、
応急復旧作業開始

応急復旧の作業完了により片側２車線
を使用し通行を再開させ、本復旧作業を行う

片側２車線の本復旧完了後、
通行を切り替え、残りの本復旧を行う

道東自動車道通行状況

資料提供：十勝毎日新聞社
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【通行止め期間】
道東自動車道
平成28年 8月30日（被災直後）

～平成28年 9月 1日（約２日間）
国道38号狩勝峠
平成28年 8月30日（被災直後）

～平成28年 9月11日（約12日間）
国道274号日勝峠
平成28年 8月30日（被災直後）

～平成29年10月27日（約14ヶ月間）

A-A’断面交通量 ※国道は北海道開発局、道東道はNEXCO東日本調べ

※通行止め前：H27.11.1(日)～11.7(土) ※通行止め解除後：H29.10.29(日)～11.4(土)

※通行止め期間：H28.10.30(日)～11.5(土)
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2000年の有珠山噴火時には、鉄道貨物
輸送は一般道を利用したトラック代行に
よる輸送に変更したため、輸送量が低下
し輸送時間も増加。

夕張IC

むかわ穂別IC

占冠IC

十勝清水IC

芽室IC

帯広JCT

音更帯広IC

池田IC

トマムIC

台風１０号被災時
道東道復旧後（H28.9.2～）

台風の影響により、
道央と道東を結ぶ
物流・人流が寸断

早期に復旧した道東自動車道は
唯一の代替ルートとして機能

農水産物が全国へ
輸送可能となり損失回避

令和元年度～ 4車線化事業中
L=35.4km

防災・減災、国土強靱化

平成１２年の有珠山噴火により、北海道縦貫自動車道が約15ヶ月間通行止めになったほか、
ＪＲ室蘭線も不通となるなど、北海道と本州間の人流・物流に重大な影響が出ました。

大規模災害（噴火・地震・津波）に備えて信頼性の高い代替ルートの整備が必要です。

平成２８年８月の台風で、道央と道東を結ぶ国道・鉄道が長
期間に渡り通行止めとなりました。

道東自動車道も被災しましたが、わずか1日で復旧し、物流
や人流を支えました。しかし、暫定２車線区間であるため、事
故処理や緊急工事の際には通行止めになるなど、安定的な交
通の確保が課題となりました。災害時の迅速な復旧のために
も4車線化が必要です。

▼有珠山の噴火周期
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前回の噴火から
23年が経過

前回の噴火から
42年が経過

国際基準コンテナの
通行支障箇所

（トンネル４箇所）

事業中区間
倶知安余市道路

災害時交通転換

高 規 格 道 路

計画段階評価中
蘭越～倶知安

黒松内IC～蘭越

未着手区間

事業の必要性



火山砂防施設や土砂災害対策施設など自然災害に備えた災害防止施設の整備や災
害に強いまちづくりなどの推進

●自然災害に備えた安全性の高い災害防止施設の整備
・火山砂防施設や土砂災害対策施設の整備

【樽前山（苫小牧市）、十勝岳（美瑛町、上富良野町）、北海道駒ヶ岳（森町）、石狩川水系（札幌市など）、

十勝川水系（帯広市など）、小樽高島１丁目･２丁目１地区（小樽市）、飛生川（白老町）、タネトンナイ川（利尻町）、

暑寒別川（増毛町）、厚内川（浦幌町）、美生川（芽室町）など】

・病院、老人ホーム、幼稚園などの要配慮者利用施設を守る土砂災害対策の推進
【茂生１の沢川（石狩市）、芦別本町地区（芦別市）、小樽蘭島１丁目４地区（小樽市）、

長万部高砂１地区（長万部町）、 大林川（洞爺湖町）、遠軽西町２丁目１地区（遠軽町）など】

・高潮・侵食・津波対策などの海岸保全施設の整備

【度杭崎海岸（森町）、海岸町海岸（羅臼町）、大岬海岸（稚内市）、虎杖浜海岸（白老町）、

胆振海岸（白老町）、浜中海岸（浜中町）、野付崎海岸（標津町・別海町）など】

●災害に強いまちづくりの推進
・盛土等に伴う災害防止に関する基本方針を早期策定、財政的及び技術的支援 【道内全域】

・大規模災害から人命・財産を守るための住宅や建築物の耐震化の促進
【富良野スポーツセンター（富良野市）、奈井江町役場庁舎（奈井江町）など】

・災害時の避難、防災活動に寄与する公園等の整備 【東光スポーツ公園（旭川市）など】

・浸水被害から都市機能を守るための下水道の整備 【旭川市、帯広市、苫小牧市など】

・市街地における地区レベルの避難路・避難施設等の整備
【早来地区（安平町）、幌内・富里地区（厚真町）、大曲並木地区（北広島市）など】

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特別措置法に基づく津波避難場所・避難路の整備
【花咲港地区（根室市）、港町地区（厚岸町）、大津地区（豊頃町）など】

●水害や大雪などによる被害を軽減する危機管理体制の充実と地域防災力の向上
・大規模氾濫減災協議会の推進 【道内全域】

・洪水時の河川監視の充実 【道内全域】

・大雪に備えた危機管理体制の充実 【道内全域】

・活発化する火山活動に備えた対策の推進 【樽前山、有珠山、北海道駒ヶ岳など】

●建設産業の担い手確保や持続可能な経営への支援
・技術・技能の継承のための関係支援事業の継続及び予算の確保 【道内全域】

・地域が主体となって行う担い手確保・育成の取組を支援する制度の創設 【道内全域】

・地域の経済や雇用などを支える建設産業の経営が持続可能となる安定期な予算の確保【道内全域】

主な要望内容

どくいさき こじょうはま

防災・減災、国土強靱化

もい

おしゃまんべたかさご

不透過砂防型堰堤
（3号砂防堰堤）

富良野川３号砂防堰堤

【火山砂防施設や土砂災害対策施設の整備】 【住宅や建築物の耐震化の促進】
▼市民会館（函館市）▼十勝岳（上富良野町）

【高潮・侵食・津波対策施設などの
海岸保全施設整備】▼度杭崎海岸（森町）

【大雪に備えた危機管理体制の充実 】
▼令和４年２月札幌圏を中心とした大雪の対応検証

【シーズン前 連絡調整会議】 ※降雪前に実施
・今冬の除雪計画（路線、地域ルール等）
・連絡体制（通常時、豪雪時）
・各管理者の人員・保有機械
・その他（安全管理、機械貸出の周知等）

＜各道路管理者等の連携強化＞

【中間 連絡調整会議】 ※除排雪期間中
・豪雪時など必要に応じて調整会議開催

【シーズン後 連絡調整会議】 ※融雪後に実施
・道路除排雪結果の報告
・意見交換（次年度の課題、改善点）
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のつけさき

びせいがわ

▼高校生と若手建設産業就業者
との意見交換会

【建設産業の担い手確保や
持続可能な経営への支援】

【日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特別措置法
に基づく津波避難場所・避難路の整備】

▼港町地区（厚岸町）

海岸保全施設整備

厚岸町津波緊急避難施設（完成イメージ図）

とびうがわ

しょさんべつがわ あつないがわ
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注1）管理施設数はR5.3末時点
注2）河川管理施設は、堰、樋門樋管、水門、排水機場
注3）砂防関係施設は、砂防堰堤、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設

道路橋
5,663橋

トンネル
119箇所

河川管理施設
5,359基

ダム
17基

砂防関係施設
1,774箇所

護岸
（建設海岸）

376km

下水管路等
360km

道営住宅
957棟

：R5.3末現在 ：20年後

3,901橋

51箇所

3,323基

8基

1,047箇所

308km 270km

545棟

1,300橋 17箇所 375基 319箇所0基 120km 0km 38棟
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インフラメンテナンス

事後保全型から予防保全型のメンテナンスに移行するためは、老朽
化対策予算の確実な確保や、長寿命化や維持管理に係る制度の創設や
財政支援の充実・強化が必要。

■予防保全型インフラメンテナンスへの移行に向けた老朽化対策

北海道では、高度経済成長期に整備された大量の社会資本が、今後一斉に更
新時期を迎える。限られた財源で、効率的・効果的な維持管理を行うために
は、社会資本の機能に支障が生じる前に対策を行う「予防保全」が必要である
が、早期・緊急措置の対象施設が多く、対策コストが膨大であるため、予防保
全への移行が遅れている状況。
●建設後50年を経過する施設の割合

●予防保全によるトータルコスト縮減

予防保全により
トータルコストを
縮減しても

年間不足額
1.5兆円÷40年
＝375億円/年

※単純平均

●橋梁の令和３年度末時点の点検結果

【出典：北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和5年3月）】

▼橋梁

▼樋門
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北海道

全国

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※グラフは地方公共団体を対象

道路メンテナンス年報(令和4年8月)

北海道内の
健全性Ⅲ・Ⅳの措置状況

（令和３年度末時点）判定区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

Ⅰ：277,291橋
（42％）

Ⅱ：328,839橋
（50％）

Ⅰ：10,341橋
（40％）

Ⅱ：11,707橋
（45％）

Ⅲ：54,045橋（8％）

Ⅳ：627橋（0.1％）

Ⅲ：3,660橋（14％）

Ⅳ：51橋（0.2％）

※道が管理する施設の維持管理・更新に係る経費の見込み額（今後４０年間の推計）


